
○高知県消費生活条例（抜粋）

第 2 章 消費者の利益の擁護及び増進に関する取組

第 3 節 基準等の設定等

（県の基準等の設定）

第 15 条 知事は、消費者の安全及び消費者と事業者との間の取引におけ

る公正を確保するため、特に必要があると認めるときは、事業者が消費

者に供給する商品又は役務について、規格又は計量、広告その他の表示、

包装その他の必要な事項の基準を定めることができる。

2 知事は、前項の規定に基づき規格又は基準を定めるため必要があると

認めるときは、事業者その他関係者に対し、資料の提出その他の協力を

求めることができる。

3 知事は、第１項の規定に基づき規格又は基準を定めようとするときは、

あらかじめ第 31 条第１項の高知県消費生活審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4 知事は、第１項の規定に基づき規格又は基準を定めたときは、規則で

定めるところにより、その旨を告示しなければならない。これを変更し、

又は廃止したときも、同様とする。

第 3 章 高知県消費生活審議会

(設置)

第 31 条 知事の諮問に応じ、消費者に関する取組の実施に関する重要な

事項の調査審議及び消費者からの苦情に係る訴訟の援助に関する審査

を行わせるため、高知県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置

く。

2 審議会は、前項に規定する調査審議及び審査のほか、消費者からの苦

情の調停を行うものとする。

3 審議会は、前 2 項に規定する調査審議及び審査並びに調停に係る事項

に関し必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。

(組織)

第 32 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 消費者を代表する者

(2) 事業者を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員
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(任期等)

第 33 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合におけ

る補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員(前条第 2 項第 1 号又は第 3 号に掲げる者のうちから任命された

委員を除く。)が任命された時における当該職を失ったときは、委員の

職を失う。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第 34 条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指

名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第 35 条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は､会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、及び議決をす

ることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。

(部会)

第 36 条 審議会は、その議決により、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 前 2 条の規定は、部会について準用する。

(専門調査員)

第 37 条 審議会に専門の事項を調査研究させるため、専門調査員を置く

ことができる。

2 専門調査員は、学識経験を有する者のうちから知事が会長と協議して

任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項の調査研究が終了したときは、その職

を失う。

(雑則)

第 38 条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、会長が審議会に諮って定める。



第 4 章 雑則

(国の行政機関の長等との協力)

第 39 条 知事は、消費者に関する取組の実施について、国の行政機関、

独立行政法人国民生活センター若しくは他の地方公共団体の長の協力

が必要であると認めたとき又はこれらの者からの協力を求められたと

きは、情報の提供若しくは調査の依頼その他の協力を求め、又はその求

めに応じなければならない。

(委任)

第 40 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


